
様式１ 

 

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間 

 

処 分 の 名 称 病院、診療所又は助産所の開設許可 

根拠条例･規則等名 

医療法（昭和２３年７月３０日法律２０５号） 

医療法施行規則(昭和２３年１１月５日厚生省令５０号) 

さいたま市医療法施行条例（平成２４年１２月２７日条例 

第７５号） 

条 項 

法第７条第１項 第７条の２ 第１９条 第２０条 第２１ 

条 第２３条 

規則第１条の１４ 第２条 第１６条 第１７条 第 

１９条 第２０条 第２１条 第２１条の２ 第２１条の３ 

条例第３条から第６条 

所 管 部 課 保健衛生局 保健所 保健所管理課 （電話：048-840-2207） 

審

査

基

準 
基 準 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

○ 共通審査基準 

１ 申請書に必要な事項が記載され、必要な書類が添付 

されていること。 

２  開設者が医師、歯科医師又は、助産師個人の場合 

に添付する免許証の写しは原本との照合済印が押 

印されていること。 

３  医療法及びこれに基づく医療法施行規則に定める 

基準を満たしていること。 

○ 施設別審査基準 

（１）病院 

①  開設者 

ア  営利を目的とする者は、開設者にはなれない。 

営利性の判断は、開設主体、設立目的、運営方 

針、資金計画等を総合的に勘案する。 

（平成 5.2.3 総第５号･指第９号厚生省健康政策 

局総務･指導課長連名通知） 

イ  開設者が医師又は歯科医師個人の場合で、他に病 

院又は診療所を開設又は管理する者であるとき 

は、開設者以外の者を管理者とする場合の許可 

（医療法第１２条第１項）又は 2 以上の診療所等 

の管理許可（医療法第１２条第２項）の手続が必 

要であるが、原則として許可しないものとする。 

②  名称 

ア  医療施設として品位を損なわない名称にするもの 



 

とし、特に民間病院にあっては、原則として「セ 

ンター」、「中央」等を冠した名称を使用するこ 

とは好ましくなく、病院の規模等実態に即した名 

称の使用。 

イ  法人の場合は、定款、寄附行為又は条例等で定め 

た名称を使用し、法人登記簿謄本に記載された名 

称と一致していること。 

ウ  病院であることを明確にするため、名称中に「病 

院」の文字の使用すること。 

エ  地域医療支援病院でないものは、これと紛らわし 

い名称としないこと。（医療法第４条第３項） 

③  診療科名 

ア  医療法第６条の６第１項で定める診療科名による 

こと。 

イ  麻酔科を標榜するときは、麻酔科標榜許可証の写 

し（原本との照合済印が押印されているもの）を 

添付すること。 

④  従業者の定員 

ア  医療法施行規則第１９条に定める員数の標準から 

見て適当であること。また、その員数が充足され 

る見通しがあること。 

イ  定員算定にあたっての１日の平均入院患者数は原 

則として申請病床数を、また、外来患者数につい 

ては、既存の同規模の施設の患者数等を参考とす 

ること。 

ウ  定員配置は施設全体としてのものであるが、有す 

る病床の種別に応じて適正に配置すること。 

エ  医療法人開設の場合、管理者は法人の理事に加え 

られていること。 

⑤  構造設備 

ア  患者のプライバシー保護に対する配慮として、各 

室（部屋）が壁等により隔てられていること。 

イ  患者の利便性及び安全性を考慮すること。 

ウ  精神病院の建築、整備及び一般病院における併設 

精神病棟の建築、整備については、「精神病院建 

築基準の改正について」（昭和 44.6.23 衛発第 

431 号 公衆衛生局長通知）及び「一般病院にお 

ける併設精神科病棟（室）建築基準について」 

（昭和 36.8.7 衛発第 644 号 公衆衛生局長通知） 

による基準であること。 



 

⑥  その他 

ア  申請時において、法人及び建物のどちらかが未記 

入であれば、開設日までに登記が完了しているこ 

と。 

イ  建物が賃貸等の場合には、賃貸借契約等が終了し 

ていること。 

ウ  開設にあたっては、「病院の開設等に関する指導 

要綱」（平成 16 年 3 月 23 日部長専決）に基づく 

承認を受けていること。 

（２）診療所 

①  開設者 

ア  営利を目的とする者は、開設者にはなれない。営 

利性の判断は、開設主体、設立目的、運営方針、 

資金計画等を総合的に勘案する。(平成 5.2.3 総第 

5 号･指第 9 号健康政策局総務課長、指導課長連名 

通知) 

イ  開設者が医師又は歯科医師個人の場合で、他に病 

院又は、診療所を開設又は管理する者であるとき 

は、開設者以外の者を管理者とする場合の許可 

（医療法第１２条第１項）又は 2 以上の診療所等 

の管理許可（医療法第１２条第２項）の手続が必 

要であるが、原則として許可しないものとする。 

②  名称 

ア  法人の場合は、定款、寄附行為又は条例等で定め 

た名称を使用し、法人登記簿謄本に記載された名 

称と一致していること。 

イ  診療所であることを明確にするため、名称中に 

「診療所」、「医院」又は「クリニック」等の文 

字の使用し、病院に紛らわしい名称としないこ 

と。 

③  診療科名 

ア  医療法第６条の６第１項で定める診療科名。 

イ  麻酔科を標榜するときは、麻酔科標榜許可証の写 

し（原本との照合済印が押印されているもの）を 

添付すること。 

④  従業者の定員 

ア  医療法第１８条の規定により、医師が常時３人以 

上勤務する診療所にあっては専属薬剤師を置かな 

けばならない。 

イ  療養病床を有する診療所の従業員数の標準は、医 



 

療法施行規則第２１条の２（ただし、医療法施行 

規則附則第２３条）に規定する標準を満たしてい 

ること。 

ウ  療養病床を有しない診療所の医療従事者について 

は、特に法に定める定員はないが、診療所の規模 

に応じて、必要人員が確保されていること。 

エ  患者収容施設のある診療所の場合、医師の宿直 

は、法律上の必須要件と解することはできない 

が、病院と同様に宿直を行い、診療所に宿直して 

いることが望ましい。 

オ  医療法人開設の場合、管理者は法人の理事に加え 

られていること。 

⑤  構造設備 

ア  療養病床を有する診療所は、アの外、医療法第２ 

１条第２項、医療法施行規則第 21 条の３及び４に 

規定する基準を満たしていること。 

イ  患者のプライバシー保護に対する配慮として、各 

室（部屋）が壁等により隔てられていること。 

ウ  患者の利便性及び安全性を考慮すること。 

エ  患者収容施設のある診療所の場合、食堂及び調理 

室は、法律上の必須要件と解することはできない 

が、病院と同様に給食を行い、食堂及び調理室が 

設置されていることが望ましい。 

⑥  その他 

ア  申請時において、法人及び建物のどちらかが未登 

記であれば、開設日までに登記が完了しているこ 

と。 

イ  建物が賃貸等の場合には、賃貸借契約等が終了し 

ていること。 

ウ  有床診療所の開設にあたっては、「有床診療所の 

届出に関する指導要綱」（平成 19 年 11 月 19 日部 

長専決）に基づく承認を受けていること。 

（３）助産所 

①  開設者 

ア  営利を目的とする者は、開設者にはなれない。営 

利性の判断は、開設主体、設立目的、運営方針、 

資金計画等を総合的に勘案する。（平成 5.2.3 総 

第 5 号、指第 9 号健康政策局総務課長、指導課長 

連名通知） 

イ  医師による助産所開設は、医師は病院又は診療所 



 

を開設し、そこに妊産婦を収容して自ら分娩の介 

助等をなし、又は助産婦をしてこれを行わせるこ 

とができるものであるので、特に医師が助産所を 

開設する必要は認められない。（昭和 25.1.16医収 

第 27 条医務局長回答） 

②  名称 

ア  法人の場合は、定款、寄附行為又は条例等で定め 

た名称を使用し、法人登記簿謄本に記載された名 

称と同一である。 

イ  助産所であることを明確にするため、名称中に 

「助産所」等の文字の使用し、紛らわしい名称と 

しないこと。 

③  嘱託医師等 

分娩を取り扱う助産所は、医療法第１９条の規定 

により、嘱託する医師及び病院又は診療所を定め 

ておくこと。 

④  構造設備 

収容施設がある助産所の場合、食堂及び調理室 

は、法律上の必須条件と解することはできない 

が、助産所においても病院と同様に給食を行うこ 

とが望ましく、従って食堂及び調理室のあること 

が望ましい。業務室（通称診察室）においても同 

様である。 

新生児入浴施設については、法的には明文はない 

が助産婦の業務の本質からかんがみても、収容施 

設を有する助産所においては、新生児入浴施設を 

設けることが望ましい。（昭和 25.9.20 医収第 

494 号医務局長回答） 

⑤  その他 

ア  申請時において、法人及び建物のどちらかが未登 

記であれば、開設日までに登記が完了しているこ 

と。 

イ  建物が賃貸等の場合には、賃貸借契約等が終了し 

ていること。 

設定等年月日 平成１４年４月１日設定 令和４年１月１日最終改正 

標

準

処

理

期

期 間 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

１０日 

ただし、法人による開設のうち、医療法人以外が開設者と

なる場合は３５日 

また、病院を開設する場合はそれぞれ２５日加算 



間 設定等年月日 平成１４年４月１日設定 令和４年１月１日最終改正 

備 考  

 




